
 

7．完了実績報告後の⼿続きについて 

Q1 財団の現地調査はありますか。 

 A1 

変圧器の交換時や施⼯が完了し完了実績報告書を準備している時期（中
間検査）、完了実績報告書の提出直後（完了検査）等に実施します。 
なお、この中間検査・完了検査は、当財団の情報把握状況により省略すること
があります。 

Q2 補助⾦の⼊⾦はいつですか。 

 A2 

補助⾦の⼊⾦までの流れは、以下のようになります。 
① 完了実績報告書の審査期間は 30 ⽇間を⽬安としています。不備不⾜が

ある場合、照会事項として、当財団より事業連絡先に記載された担当者に
連絡します。

② すべての要件が確認された以降に、当財団から『交付額確定通知書』を
送付します。

③ 交付額確定通知書が届いたら、『精算払請求書』を当財団に提出してくだ
さい。

④ 精算払請求書が当財団に届いたら、補助⾦を指定の⼝座に⼊⾦
（令和９年 3 ⽉ 31 ⽇まで）します。

⑤ 着⾦を確認しましたら、財団までメール連絡をお願いします。

Q3 環境⼤⾂あてに「事業報告書を提出」とありますが、どのように提出すればよいですか。 

 A3 

調査事業では、提出の必要はありません。 
交換事業・調査交換事業では、『事業報告書』の提出が必要です。 
本ホームページの「交付規程様式」に掲載している『【様式第 15】事業報告
書』をダウンロード し、作成・提出してください。 
 作成対象期間︓令和 ９年度（令和 ９ 年 4 ⽉ 1 ⽇〜令和 10 年

3⽉31 ⽇）から 3 年間
 提出期限︓毎年、翌年度の 4 ⽉末まで
 提出先︓産業廃棄物処理事業振興財団　変圧器補助金事務局

Q&A︓【変圧器補助⾦】 (R8Q&A_007)2026 年 4 ⽉編集



Q4 事業完了後に、何らかの検査がありますか。 

 A4 

 補助事業が完了した翌年度以降、事業の成果（CO2 排出削減量）及
び設備の管理状況等を確認するため、環境省から委託を受けた団体による
調査が⾏われる場合があります。

 補助事業が完了した翌年度以降、会計検査院による実地検査が⾏われ
る場合があります。

Q5 補助事業で導⼊した⾼効率変圧器を処分する場合、どのようにしたら良いですか。 

 A5 
法定耐⽤年数が経過する前に、財産を処分する場合、事前に財団の承認が
必要となります。 

Q6 補助⾦の返還を求められることはありますか。 

 A6 

 会計検査等により、申請内容と事実が異なっていた場合、補助⾦の返還
を求められることがあります。

 法定耐⽤年数が経過する前に、財産を処分する場合、財産処分納付⾦
を求められます。




